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薩
摩
国
正
税
帳
に
み
る
甘
葛
煎
の
貢
納
に
つ
い
て 
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子 
 

  

 

は
じ
め
に 

 

常
設
展
示
室
一
階
の
先
史
古
代
の
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
薩
摩
国
正
税
帳
の
レ
プ
リ
カ
が
展
示

さ
れ
て
い
る
。
正
税
帳
と
は
、
諸
国
の
一
年
間
の
収
支
決
算
報
告
書
で
あ
る
が
、
漢
字
の
羅

列
で
取
り
付
き
に
く
い
史
料
で
あ
る
た
め
、文
書
内
容
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

平
成
三
十
一
（
二
〇
一
九
）
年
四
月
に
奈
良
女
子
大
学
か
ら
提
供
を
受
け
て
再
現
さ
れ
た

甘
葛
煎

あ
ま
づ
ら
せ
ん

や
そ
の
材
料
で
あ
る
ツ
タ
を
展
示
し
た
。 

古
代
の
甘
葛
煎
に
つ
い
て
は
、『
甘
葛
煎
再
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〝
よ
み
が
え
る
古
代
の
甘

味
料
〟

（
１
）

』に
お
い
て
、再
現
実
験
の
結
果
だ
け
で
な
く
歴
史
史
料
に
み
る
甘
葛
煎
の
検
討
や
、

再
現
さ
れ
た
甘
葛
煎
の
成
分
分
析
な
ど
多
角
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
薩
摩

国
か
ら
の
貢
納
に
し
ぼ
っ
た
検
討
で
は
な
い
た
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
紹
介
の
域
を
で
て
い

な
い
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
貢
納
が
お
こ
な
わ
れ
た
八
世
紀
前
半
の
薩
摩
国
の
状
況
を
検
討
し
、

ど
の
よ
う
な
集
団
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
甘
葛
煎
を
貢
納
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

一 

甘
葛
煎
に
つ
い
て 

 

（
一
）
甘
葛
煎
と
は 

甘
葛
煎
と
は
、
ブ
ド
ウ
科
の
ツ
タ
の
冬
季
の
樹
液
を
煮
詰
め
た
古
代
の
甘
味
料
で
あ
る

（
２
）

。

康
保
四
（
九
六
七
）
年
に
施
行
さ
れ
た
『
延
喜
式

え

ん

ぎ

し

き

』
に
よ
る
と
、
甘
葛
煎
は
「
諸
国
貢
進
菓
子

く
だ
も
の

」

（
巻
三
三
大
膳
職
下
）・「
諸
国
例
貢
御
贄

み

に

え

」（
巻
三
一
宮
内
省
）・「
年
料
別
貢
雑
物

ぞ
う
も
つ

」（
巻
二

三
民
部
省
下
）「
諸
国
進
年
料
雑
薬
」（
巻
三
七
典
薬
寮
）・「
斎
宮
納
調
庸
雑
物
」（
巻
五
斎
宮
）

と
し
て
東
北
地
方
か
ら
九
州
地
方
に
至
る
ま
で
の
各
地
か
ら
都
に
貢
納
さ
れ
て
い
た
（
西
海

道
諸
国
は
大
宰
府
ま
で

（
３
）

）。 

清
少
納
言
が
著
し
た
『
枕
草
子
』
に
は
「
あ
て
（
高
貴
・
上
品
）
な
る
も
の
」
と
し
て
、

「
削
り
氷
に
甘
葛
入
れ
て
、
あ
た
ら
し
き

鋺
か
な
ま
り

（
金
属
製
の
碗
）
に
入
れ
た
る
」
と
あ
り
、

平
安
時
代
に
は
か
き
氷
の
シ
ロ
ッ
プ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
奈
良
女
子
大
学
に
お
い
て

甘
葛
煎
の
再
現
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
甘
葛
煎
の
主
要
糖
成
分
は
シ
ュ

ー
ク
ロ
ー
ス
（
シ
ョ
糖
）
・
グ
ル
コ
ー
ス
（
ブ
ド
ウ
糖
）
・
フ
ル
ク
ト
ー
ス
（
果
糖
）
（
３
：

１
：
１
の
割
合
）
で
、
す
っ
き
り
と
し
た
上
品
な
甘
さ
の
よ
う
だ

（
４
）

。 

甘
葛
煎
に
関
し
て
確
認
で
き
る
最
も
古
い
史
料
が
長
屋
王
邸
宅
の
溝
（
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
）

か
ら
出
土
し
た
「
甘
葛
」
と
書
か
れ
た
木
簡
で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
か
ら
は
約
三
〇
〇
点

の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
が
、
紀
年
の
あ
る
木
簡
の
上
限
が
和
銅
五
（
七
一
二
）
年
で
下
限

が
霊
亀
元
（
七
一
五
）
年
な
の
で

（
５
）

、「
甘
葛
」
木
簡
も
こ
の
頃
だ
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
少
な

く
と
も
、
七
一
〇
年
代
に
は
存
在
し
て
い
た
。
次
に
古
い
史
料
が
「
天
平
八
（
七
三
六
）
年

薩
摩
国
正
税
帳
」
で
あ
る
。 

 

（
二
）
薩
摩
国
正
税
帳
に
み
る
甘
葛
煎
の
貢
納
に
つ
い
て 

正
税
帳
と
は
、
前
年
の
決
算
を
基
準
に
、
正
月
～
十
二
月
ま
で
一
年
間
の
倉
に
収
納
さ
れ

た
正
税
と
称
す
る
官
稲
の
増
減
を
収
支
項
目
と
と
も
に
記
載
し
た
、
古
代
の
地
方
財
政
を
知
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る
こ
と
が
で
き
る
文
書
で
あ
る
。
正
税
帳
の
内
容
を
み
る
と
郡
別
の
記
載
（「
郡
部
」）
と
、

そ
れ
を
集
計
し
た
一
国
全
体
の
記
載
（「
首
部
」）
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

（
６
）

。
現
存
し
て
い

る
薩
摩
国
正
税
帳
は
、
五
つ
の
断
簡
か
ら
成
り
、
首
部
・
郡
部
の
す
べ
て
残
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
中
の
高
城
郡
の
部
分
と
考
え
ら
れ
て
い
る
断
簡
に

（
７
） 

運
府
甘
葛
煎
担
夫
参
人
〈
十
九
日
〉
惣
単
伍
拾
柒
人 

食
稲 

 

壱
拾
柒
束
肆
把
〈
三
人
十
日
人
別
日
四
把 

三
人
九
日
人
別
日
二
把
〉 

（〈 

〉
内
は
割
書
） 

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
薩
摩
国
か
ら
大
宰
府
に
三
人
の
担
夫
に
よ
っ
て
甘
葛
煎
が
運
ば
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。ど
の
位
の
量
が
ど
の
よ
う
な
税
目
で
運
ば
れ
た
か
は
記
載
が
な
い
が
、

そ
れ
ら
に
関
し
て
は
「
天
平
十
（
七
三
八
）
年
駿
河
国
正
税
帳
」
が
参
考
に
な
る
。 

皇
后
宮
交
易
雑
物
直
并
運
担
夫
庸
稲
壱
阡
玖
伯
㭭
拾
束 

 
 
 

煮
堅
魚
参
伯
弐
拾
斤
納
肆
拾
籠
〈
々
別
八
斤
〉
直
稲
壱
阡
肆
伯
㭭
拾 

 
 
 

束
〈
籠
別
卅
七
束
〉 

 
 
 

味
葛
煎
弐
斗
納
缶
弐
口
〈
々
別
一
斗
〉
直
稲
弐
伯
束
〈
缶
別
百
束
〉 

 
 
 

運
担
夫
壱
拾
弐
口
庸
賃
参
伯
束
〈
人
別
廿
五
束
〉 

こ
れ
に
よ
る
と
、
甘
葛
煎
は
一
斗
入
の
缶
（
ひ
ら
か

（
８
）

、
も
し
く
は
、
も
た
い

（
９
）

）
二
口
が
京
ま

で
運
ば
れ
て
お
り
、
甘
葛
煎
二
口
と
煮
堅
魚
四
十
籠
を
運
ぶ
担
夫
が
合
計
で
十
二
人
雇
わ
れ

て
い
る
。
四
十
籠
と
い
う
煮
堅
魚
の
籠
の
数
を
考
え
る
と
、
一
つ
の
缶
を
二
人
で
運
ん
だ
と

考
え
る
よ
り
は
、
一
人
で
一
つ
運
ん
だ
と
考
え
る
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。 

薩
摩
国
の
場
合
は
三
人
と
い
う
奇
数
で
運
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
人
で
一
つ
の
器
を

運
ん
だ
と
思
わ
れ
、
駿
河
国
の
例
の
よ
う
に
一
斗
（
奈
良
・
平
安
時
代
の
一
斗
は
約
八
．
一

リ
ッ
ト
ル
）
入
り
の
器
だ
と
す
る
と
三
斗
と
な
る
。 

 

甘
葛
煎
は
『
延
喜
式
』
で
は
、「
諸
国
貢
進
菓
子
」「
諸
国
例
貢
御
贄
」「
年
料
別
貢
雑
物
」

「
諸
国
進
年
料
雑
薬
」「
斎
宮
納
調
庸
雑
物
」と
し
て
貢
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、

大
宰
府
が
貢
納
し
て
い
る
の
が
「
諸
国
貢
進
菓
子
」
と
「
諸
国
例
貢
御
贄
」
で
あ
る
。『
延
喜

式
』に
み
え
る
調
や
贄
な
ど
の
貢
納
形
態
は
、ほ
ぼ
奈
良
時
代
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

「
諸
国
貢
進
菓
子
」
は
宮
内
省
に
お
け
る
贄
の
記
述
を
補
完
し
、
細
目
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
可
能
性
が
高
く
、
諸
国
例
貢
御
贄
に
つ
な
が
る
税
目
と
し
て
納
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
薩
摩
国
か
ら
の
甘
葛
煎
の
貢
納
を
調
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
担
夫
の
路
粮
に
正
税
が

使
用
さ
れ
て
お
り
、
調
を
運
ぶ
人
々
（
運
脚
夫
）
の
食
糧
は
調
の
納
入
者
の
な
か
で
運
脚
と

な
ら
な
か
っ
た
人
々
で
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
調
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

 

二 

八
世
紀
前
半
の
薩
摩
国
と
貢
納
物
の
運
送 

 

 

（
一
）
八
世
紀
前
半
の
薩
摩
国 

次
に
、「
薩
摩
国
正
税
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
八
世
紀
前
半
の
薩
摩
国
の
状
況
に
つ
い
て
み
て

い
き
た
い
。
薩
摩
国
は
「
薩
摩
・
多
褹
、
隔
レ

化
逆
レ

命
。
於
レ

是
發
レ

兵
征
討
、
遂
校
レ

戸
置

レ

吏
焉
。」（『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
（
七
〇
二
）
年
八
月
丙
申
条
）
と
、
争
乱
を
経
て
大
宝
二

年
に
成
立
し
た
。
そ
の
後
の
薩
摩
国
の
状
況
が
わ
か
る
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
が
七
つ
と
、

「
薩
摩
国
正
税
帳
」
の
高
城
郡
部
分
の
記
載
が
あ
る
。 

①
隼
人
昏
荒
野
心
、
未
レ

習
二

憲
法
一

。
因
移
二

豊
前
国
民
二
百
戸
一

、
令
二

相
勸
導
一

也
。（
和

銅
七
（
七
一
四
）
年
三
月
壬
寅
条
） 

②
（
前
略
）
大
宰
府
言
。（
中
略
）
又
薩
摩
・
大
隅
二
国
貢
隼
人
、
已
經
二

八
歳
一

、
道
路
遥

隔
、
去
来
不
レ

便
。
或
父
母
老
疾
、
或
妻
子
單
貧
。
請
限
二

六
年
一

相
替
。
並
許
レ

之
。（
霊

亀
二
（
七
一
六
）
年
五
月
辛
夘
条
） 

③
大
宰
府
奏
言
、
隼
人
反
、
殺
二

大
隅
国
守
陽
侯
史
麻
呂
一

。（
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
二
月

壬
子
条
） 

④
薩
摩
国
人
希
地
多
。
随
レ

便
并
合
。（
養
老
五
（
七
二
一
）
年
十
二
月
辛
丑
条
） 

⑤
征
二

討
陸
奥
蝦
夷
、
大
隅
・
薩
摩
隼
人
等
一

将
軍
已
下
及
有
功
蝦
夷
、
并
譯
語
人
、
授
二

勳
位
一

各
有
レ

差
。（
養
老
六
（
七
二
二
）
年
夏
四
月
丙
戌
条
） 

(

１０) 

(

１２)

(

１３)

(

１１)
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⑥
大
宰
府
言
、
大
隅
薩
摩
両
国
百
姓
、
建
レ

国
以
来
、
未
二

曾
班
一
レ

田
。
其
所
レ

有
田
、
悉

是
墾
田
。
相
承
爲
レ

佃
、
不
レ

願
二

改
動
一

。
若
従
二

班
授
一

、
恐
多
二

喧
訴
一

。
於
レ

是
従
レ

旧
不
レ

動
。
各
令
二

自
佃
一

焉
。（
天
平
二
（
七
三
〇
）
年
三
月
辛
夘
条
） 

⑦
制
。
大
隅
・
薩
摩
・
壹
岐
・
對
馬
・
多
褹
等
国
官
人
祿
者
、
令
下

筑
前
国
司
以
二

廃
府
物

一

給
上

。
公
廨
又
以
二

便
国
稻
一

依
レ

常
給
レ

之
。（
後
略
）（
天
平
十
四
（
七
四
二
）
年
八
月

丁
酉
条
） 

⑧
酒
壱
拾
陸
斛
弐
斗
柒
升
柒
合
〈
充
隼
人
一
十
一
郡
六
斛
九
斗
一
升
八
合 

当
郡
九
斛
三

斗
五
升
九
合
〉（「
天
平
八
年
薩
摩
国
正
税
帳
」） 

八
世
紀
前
半
の
薩
摩
国
が
存
在
し
た
古
代
日
本
は
、
そ
の
運
営
シ
ス
テ
ム
（
律
令
制
）
か

ら
律
令
国
家
と
い
わ
れ
て
い
る
。
①
～
⑧
の
検
討
の
前
に
、
煩
雑
で
は
あ
る
が
、
律
令
国
家

の
地
方
支
配
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
。
地
方
支
配
の
根
幹
を
な
す
の
が
、
戸
籍
・

計
帳
に
よ
る
人
民
の
把
握
と
、
班
田
収
授
制
に
よ
る
再
生
産
、
租
庸
調
と
い
う
徴
税
シ
ス
テ

ム
で
あ
る
。 

律
令
制
の
も
と
で
は
人
民
は
戸
に
編
成
さ
れ
て
戸
籍
に
登
録
さ
れ
る
と
、
六
歳
以
上
を
対

象
に
し
て
口
分
田
が
支
給
さ
れ
（
班
田
）、
そ
れ
に
対
し
て
租
が
課
せ
ら
れ
た
。
租
は
諸
国
の

正
倉
に
貯
蓄
さ
れ
た
。ま
た
、口
分
田
を
支
給
さ
れ
る
と
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、

公
出
挙
（
正
倉
に
蓄
え
ら
れ
た
稲
を
春
と
秋
の
二
回
高
利
〈
五
割
、
後
に
三
割
に
軽
減
〉
で

貸
し
付
け
る
）
で
、
出
挙
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
収
穫
稲
が
諸
国
の
財
源
と
な
っ
た
。
庸
は
京

で
の
労
役
年
十
日
に
か
わ
っ
て
布
を
納
入
す
る
税
、
調
は
布
や
各
国
の
特
産
物
を
納
入
す
る

税
で
中
央
の
財
源
と
な
っ
た
。
そ
し
て
庸
調
の
基
本
台
帳
が
計
帳
で
あ
る
。
ま
た
、
人
々
は

雑
徭
と
い
う
年
間
六
〇
日
を
限
度
と
す
る
労
役
（
国
内
で
の
）
も
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
①
～
⑧
を
検
討
す
る
。 

①
は
、
和
銅
六
（
七
一
三
）
年
の
大
隅
国
建
国
に
と
も
な
う
争
乱
後
の
措
置
で
、
隼
人
の

住
む
南
九
州
に
律
令
制
が
浸
透
し
て
い
な
い
た
め
、
豊
前
国
民
二
百
戸
を
移
住
さ
せ
た
こ
と

を
示
す
。
桑
原
郡
に
豊
国
郷
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
移
住
先
は
桑
原
郡
で
あ
ろ
う
。
薩
摩

国
建
国
時
に
も
争
乱
が
存
在
し
、
薩
摩
国
高
城
郡
六
郷
の
う
ち
合
志
・
飽
多
・
宇
土
・
託
万

郷
の
四
郷
が
肥
後
国
の
郡
名
と
一
致
す
る
の
で
、
薩
摩
国
に
も
肥
後
国
か
ら
の
移
民
が
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。 

③
は
大
隅
国
司
の
殺
害
に
端
を
発
し
た
争
乱
の
記
事
で
、
⑤
が
終
了
後
の
論
功
行
賞
に
関

す
る
記
事
で
あ
る
。争
乱
の
中
心
は
大
隅
国
で
あ
ろ
う
が
、薩
摩
隼
人
も
討
伐
さ
れ
て
い
る
。

養
老
四
年
の
隼
人
の
争
乱
は
、
翌
年
が
造
籍
年
で
あ
る
こ
と
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
段
階
で
は
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
と
も
造
籍
に
抵
抗
す
る
隼
人
は
多
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
政
府
側
に
立
っ
た
隼
人
の
存
在
も
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
薩
摩
国
正
税

帳
」
に
は
勲
位
を
持
つ
郡
司
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
勲
位
と
は
律
令
制
の
位
階
制
度
の
一

つ
で
、
軍
功
の
あ
っ
た
者
に
対
し
て
授
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
ら
は
政
府
側
に

協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
論
功
行
賞
に
預
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

④
は
、薩
摩
国
は
土
地
は
広
い
が
住
人
は
少
な
い
と
い
う
理
由
で
合
併
が
行
わ
れ
て
い
る
。

在
地
の
再
編
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
⑥
か
ら
は
、
天
平
二
年
の
段
階
で
も
薩
摩
国

で
は
（
大
隅
国
も
）
班
田
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
⑦
は
、
大
隅
・

薩
摩
・
壱
岐
・
対
馬
・
多
褹
嶋
等
の
国
の
官
人
の
禄
（
季
禄
・
位
禄
）
が
大
宰
府
の
官
物
か

ら
支
給
さ
れ
、
国
司
に
は
元
来
公
廨
田
が
支
給
さ
れ
る
が
、
上
記
の
国
・
嶋
は
支
給
で
き
な

か
っ
た
た
め
、
公
廨
田
の
収
穫
に
相
当
す
る
量
の
稲
が
便
宜
の
国
の
稲
で
支
給
さ
れ
た
こ
と

を
示
す
。
本
来
国
司
の
収
入
に
関
し
て
は
自
国
の
財
源
か
ら
支
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

二
国
三
嶋
で
は
そ
れ
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

一
〇
世
紀
前
半
成
立
の
『
倭
名
類
聚
抄
』
に
よ
る
と
、
薩
摩
国
は
十
三
郡
（
出
水
郡
・
高

城
郡
・
薩
摩
郡
・
甑
島
郡
・
日
置
郡
・
伊
作
郡
・
阿
多
郡
・
河
辺
郡
・
頴
娃
郡
・
揖
宿
郡
・

給
黎
郡
・
谿
山
郡
・
鹿
児
島
郡
）
か
ら
な
っ
て
い
た
。
国
郡
部
の
主
体
の
年
代
が
養
老
五
年

か
ら
天
平
九
年
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
律
書
残
篇
』
で
も
薩
摩
国
は
十
三
郡
と
な
っ
て
お

り
、
八
世
紀
前
半
の
時
点
で
十
三
郡
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
⑧
に
よ
る
と
、
そ
の
う
ち

の
十
一
郡
が
隼
人
郡
と
さ
れ
て
い
た
。
当
郡
と
あ
る
高
城
郡
と
、
高
城
郡
の
も
の
と
考
え
ら

れ
る
断
簡
に
記
載
さ
れ
る
頴
稲
の
量
に
次
ぐ
量
が
記
載
さ
れ
て
い
る
第
四
断
簡
が
郷
数
の
多

い
出
水
郡
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、そ
れ
に
記
さ
れ
て
い
る
郡
司
名
が
肥
君
・
大
伴
部
と
い
う
、

(

１４)

(

１５) 

(

１６)

(

１７)
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隼
人
出
身
で
は
な
い
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
高
城
郡
と
出
水
郡
が
非
隼
人
郡
で
そ
れ
以
外

が
隼
人
郡
で
あ
ろ
う
。
②
は
天
武
朝
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
朝
貢
の
サ
イ
ク
ル
を
、
六
年

に
一
度
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
延
暦
十
九
（
八
〇
〇
）
年
に
大
隅
薩
摩
両
国
に
班
田
制
が

施
行
さ
れ
る
と
、
翌
年
に
は
隼
人
の
朝
貢
が
停
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
降
南
九
州
の
居

住
者
を
隼
人
と
よ
ぶ
例
は
確
認
で
き
な
く
な
る
と
い
う
。
隼
人
＝
朝
貢
す
る
人
々
と
い
え
、

八
世
紀
前
半
の
隼
人
郡
の
人
々
は
朝
貢
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

⑧
に
よ
る
と
、
高
城
郡
の
酒
一
六
斛
二
斗
七
升
七
合
の
う
ち
、
自
郡
で
使
用
し
た
の
が
九

斛
三
斗
五
升
九
合
で
、残
り
の
六
斛
九
斗
一
升
八
合
は
隼
人
一
十
一
郡
に
充
て
ら
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
隼
人
郡
は
、
非
隼
人
郡
に
経
済
的
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
も
そ
も
班
田
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
の
に
正
税
帳
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し

て
は
、
墾
田
か
ら
租
が
徴
集
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
前
述
し
た
よ
う
に
隼
人

一
十
一
郡
は
非
隼
人
二
郡
に
経
済
的
に
依
存
し
、
薩
摩
国
と
し
て
国
司
の
給
与
も
自
弁
出
来

な
い
状
況
を
考
え
る
と
、
墾
田
か
ら
徴
集
さ
れ
た
租
は
十
分
な
量
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。 

 

（
二
）
甘
葛
煎
の
調
達 

 

一
章
二
節
に
お
い
て
、
薩
摩
国
か
ら
貢
納
さ
れ
た
甘
葛
煎
は
、
高
城
郡
か
ら
の
も
の
で
合

計
三
斗
、
一
人
が
一
斗
入
の
缶
を
運
ん
だ
と
推
定
し
た
。
こ
こ
で
は
甘
葛
煎
が
ど
の
よ
う
な

方
法
で
調
達
さ
れ
た
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
表
１
・
２
・
３
を
見
る
と
、
甘
葛
煎
を
一
国

が
貢
納
す
る
量
は
最
高
で
も
四
斗
で
あ
り
、
大
宰
府
か
ら
の
貢
納
は
七
斗
で
あ
る
が
、
そ
の

す
べ
て
が
薩
摩
国
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
薩
摩
国
か
ら
は
正
税
帳
で
確
か
め
ら
れ
る
高

城
郡
と
、
可
能
性
が
あ
る
の
は
非
隼
人
郡
の
出
水
郡
で
あ
ろ
う
。 

「
駿
河
国
正
税
帳
」
に
み
る
甘
葛
煎
の
貢
納
は
、「
直
稲
弐
伯
束
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
正
税
交

易
に
よ
り
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
担
夫
に
つ
い
て
も
「
庸
賃
参
伯

束
」
と
あ
り
、
雇
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
薩
摩
国
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
記

載
が
な
く
、
交
易
で
は
な
い
。
弘
仁
十
三
（
八
二
二
）
年
閏
九
月
二
十
日
太
政
官
符
に
「
応

レ

給
二

食
徭
丁
一

事
」
と
し
て
、「
採
二

甘
葛
汁
蜜

及
猪
膏
等
一

丁
」、
と
食
料
を
支
給
す
る
徭
丁
の

中
に
、
甘
葛
汁
を
採
る
丁
も
含
ま
れ
て
い
る
。

 

こ
の
太
政
官
符
の
出
さ
れ
た
弘
仁
十
三
年

に
天
下
百
姓
の
雑
徭
が
全
免
さ
れ
た
が
、
や
む

を
得
ず
公
役
に
従
う
者
に
正
税
か
ら
一
人
一

日
あ
た
り
一
升
の
米
を
支
給
す
る
こ
と
に
し
、

そ
の
基
準
を
太
政
官
符
と
し
て
公
布
し
た
も

の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
通
常
は
雑
徭
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
官
符
に
関
し
て
は
、
当

時
の
政
府
が
ど
の
よ
う
な
公
役
を
国
務
に
不

可
欠
と
考
え
た
か
を
具
体
的
に
示
す
と
評
価
さ
れ

て
お
り
、
甘
葛
汁
の
採
取
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、「
甘
葛
汁
」
と
は
樹
液
の
段
階
で
、
そ
れ
を
煮
詰
め
た
も
の
が

「
甘
葛
煎
」
だ
が
、
煮
詰
め
る
工
程
も
雑
徭
で
お
こ
な
わ
れ
た
で
あ

ろ
う
。 奈

良
女
子
大
学
の
甘
葛
煎
再
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
二
〇

一
六
年
一
月
十
四
日
の
再
現
に
よ
る
と
、
大
人
三
十
人
で
ツ
タ
の

伐
採
と
樹
液
糖
度
の
測
定
、
掃
除
、
樹
液
の
採
取
、
樹
液
の
収
集
、

樹
液
（
み
せ
ん
）
の
煎
縮
に
八
時
間
を
要
し
て
い
る
。
採
取
し
た

ツ
タ
四
五
．
六
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
一
〇
〇
〇
シ
ー
シ
ー
の
み
せ

ん
（
糖
度
１
３
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
得
、
そ
れ
を
煎
縮
し
て
一

一
〇
シ
ー
シ
ー
の
甘
葛
煎
を
得
て
お
り
、
約
一
〇
分
の
一
の
煎
縮

率
で
あ
る
。
こ
の
再
現
方
法
で
三
斗
（
二
四
三
〇
〇
シ
ー
シ
ー
）
得
る
た
め
に
は
、
約
二
二

〇
回
同
じ
作
業
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
大
変
な
作
業
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
雑

徭
は
正
丁
六
十
日
、
次
丁
三
十
日
、
中
男
十
五
日
を
限
度
に
課
さ
れ
る
も
の
な
の
で
、
高
城

表１ 諸国貢進菓子条の甘葛煎貢納国と量 

表２ 年料別貢雑物条 

の甘葛煎貢納国と量 
表３ 諸国進年料雑薬条 

の甘葛煎貢納国と量 

(

１８) 

(

１９)(

２０)

(

２１)

(

２２)

(

２３)

(

２４) 

量 貢納国

2斗 

1斗 
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郡
の
一
七
歳
か
ら
六
五
歳
ま
で
の
男
性
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 （
三
）
甘
葛
煎
の
運
搬 

「
薩
摩
国
正
税
帳
」
に
よ
る
と
、
甘
葛
煎
は
（
一
斗
入
の
）
缶
を
一
人
で
運
ん
だ
こ
と
に

な
る
が
、
二
リ
ッ
ト
ル
入
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
計
測
し
た
と
こ
ろ
重
さ
が
約
二
キ
ロ
グ
ラ
ム

な
の
で
、
液
体
だ
け
で
約
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
そ
れ
に
缶
の
重
さ
が
加
わ
る
。
平
城
宮
・
京
か

ら
出
土
し
た
大
型
貯
蔵
用
須
恵
器
の
器
名
考
証
を
試
み
た
巽
淳
一
郎
は
、
缶
を
口
径
一
五
～

三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
器
高
三
二
～
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
須
恵
器
甕
に
比
定
す
る
。

今
津
勝
紀
の
研
究
に
よ
る
と
、「
駿
河
国
正
税
帳
」
に
み
え
る
煮
堅
魚
の
運
搬
は
、
一
人
四
籠

三
二
斤
（
大
斤
）
約
二
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
強
を
運
ん
だ
と
い
う
。
須
恵
器
甕
の
重
さ
は
わ
か
ら

な
い
が
、
薩
摩
国
の
甘
葛
煎
も
容
器
込
み
だ
と
そ
の
く
ら
い
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

『
延
喜
式
』（
巻
三
三
主
計
上
）
に
は
西
海
道
諸
国
が
貢
納
物
を
大
宰
府
ま
で
運
ぶ
際
の
日

数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
薩
摩
国
は
往
路
十
二
日
、
復
路
六
日
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
の
規

定
は
陸
路
人
担
を
基
本
と
す
る
た
め
、
荷
物
の
な
い
復
路
は
往
路
の
半
分
の
日
数
で
、
食
糧

の
支
給
も
復
路
は
半
分
量
な
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。「
薩
摩
国
正
税
帳
」
に
み
る
甘
葛
煎
の

大
宰
府
へ
の
貢
納
に
つ
い
て
は
、
往
路
は
「
十
日
人
別
日
四
把
」
復
路
は
「
九
日
人
別
日
二

把
」
で
、
食
糧
の
量
は
規
定
に
合
致
す
る
が
、
日
数
は
合
致
し
て
い
な
い
。
永
山
修
一
は
船

を
利
用
し
て
大
宰
府
の
近
く
ま
で
運
び
、
残
り
の
区
間
を
陸
路
人
担
に
よ
っ
て
い
た
可
能
性

を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。 

貢
納
の
旅
の
出
発
点
と
な
っ
た
薩
摩
国
府
は
高
城
郡
に
所
在
し
、
川
内
川
上
流
右
岸
に
位

置
し
て
い
て
川
内
川
水
運
の
利
用
が
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
鹿
児
島
県
内
の
古
代
官
道
に

関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
遺
跡
（
出
水
市
美
原
町
の
大
坪
遺
跡
・
出
水
市
六
月
田
町
の

六
反
ヶ
丸
遺
跡
・
姶
良
市
船
津
の
城
ケ
崎
遺
跡
）
は
、
い
ず
れ
も
八
世
紀
後
半
以
降
が
遺
跡

の
主
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
八
世
紀
前
半
の
貢
納
物
の
運
送
に
は
海
路
が
利
用
さ

れ
て
い
た
と
考
え
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、 

①
甘
葛
煎
と
は
ブ
ド
ウ
科
の
ツ
タ
の
冬
季
の
樹
液
を
煮
詰
め
た
古
代
の
甘
味
料
で
、
平
安

時
代
に
は
か
き
氷
の
シ
ロ
ッ
プ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。 

②
八
世
紀
前
半
の
薩
摩
国
は
班
田
制
が
未
施
行
で
、
墾
田
か
ら
租
が
徴
収
さ
れ
て
い
て
も

国
司
の
給
与
も
自
弁
で
き
な
い
財
政
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
十
三
郡
中
十
一
郡
が
隼
人
郡

と
さ
れ
、
隼
人
郡
の
人
々
は
朝
貢
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。 

③
「
薩
摩
国
正
税
帳
」
に
み
る
甘
葛
煎
の
貢
納
は
、
高
城
郡
（
川
内
川
北
岸
の
地
域
）
か

ら
の
も
の
で
平
安
時
代
の
諸
国
例
貢
御
贄
に
つ
な
が
る
税
目
と
し
て
三
斗
納
め
ら
れ
た
可
能

性
が
高
い
。 

④
甘
葛
煎
は
、
高
城
郡
の
一
七
歳
か
ら
六
五
歳
ま
で
の
男
性
の
雑
徭
に
よ
り
用
意
さ
れ
て

い
た
。 

⑤
『
延
喜
式
』
で
は
、
陸
路
人
担
で
の
薩
摩
国
か
ら
大
宰
府
ま
で
の
日
数
を
往
路
十
二
日
、

復
路
六
日
と
し
て
い
た
が
、「
薩
摩
国
正
税
帳
」で
は
往
路
十
日
、復
路
九
日
と
な
っ
て
い
た
。

荷
物
が
あ
る
往
路
と
荷
物
が
な
い
復
路
で
一
日
し
か
違
わ
な
い
こ
と
、
貢
納
旅
の
出
発
点
で

あ
る
薩
摩
国
府
は
川
内
川
水
運
の
利
用
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
鹿
児
島
県
内
の
古
代
官
道

に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
遺
跡
が
い
ず
れ
も
八
世
紀
後
半
以
降
を
遺
跡
の
主
体
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
甘
葛
煎
の
運
送
に
は
海
路
の
利
用
が
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
で
あ
る
。 

二
章
一
節
で
扱
っ
た
八
世
紀
前
半
の
薩
摩
国
の
租
税
制
度
や
隼
人
の
朝
貢
に
つ
い
て
は
、

単
独
の
論
考
が
存
在
す
る
ほ
ど
の
問
題
で
あ
り
論
じ
残
し
た
点
は
多
い
が
、
今
後
の
課
題
と

し
て
擱
筆
し
た
い
。 

 

註 

 

(

２５)

(

２６)

(

２７) 

(

２８)

(

２９)

(

３０) 
(

３１) 

(

３２) 



－7－ －6－

（
１
）
山
辺
規
子
編
『
甘
葛
煎
再
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〝
よ
み
が
え
る
古
代
の
甘
味
料
〟
』（
か

も
が
わ
出
版
、
二
〇
一
八
年
）。 

（
２
）
註
１
に
同
じ
。 

（
３
）『
延
喜
式
』
巻
二
二
貢
限
条
。 

（
４
）
註
１
に
同
じ
。 

（
５
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
京 

長
屋
王
邸
宅
と
木
簡
』（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
九
一
年
）。 

（
６
）
林
陸
朗
「
総
説
」（
林
陸
朗
・
鈴
木
靖
民
編
『
天
平
諸
国
正
税
帳
』
現
代
思
潮
社
、
一

九
八
六
年
）。 

（
７
）
胡
口
靖
夫
「
薩
摩
国
正
税
帳 

天
平
八
年
度
」（
註
６
に
同
じ
）。 

（
８
）
関
根
真
隆
「
奈
良
時
代
の
厨
房
用
具
」（『
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
九
年
）。 

（
９
）
荒
井
秀
規
「
瓫
（
盆
）
（
ホ
ト
ギ
）
瓫
・
缶
（
モ
タ
イ
）
に
関
す
る
覚
え
書
き
」
（
『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
二
一
八
集
、
二
〇
一
九
年
）
。 

（
１０
）
武
井
紀
子
「
律
令
財
政
と
貢
納
制
度
」（『
岩
波
講
座 

日
本
歴
史 

古
代
３
』
岩
波

書
店
、
二
〇
一
四
年
）。 

（
１１
）
勝
浦
令
子
「
律
令
制
下
贄
貢
納
の
変
遷
」（『
日
本
歴
史
』
三
五
二
号
、
一
九
七
八
年
）。 

（
１２
）
井
上
辰
雄
「
薩
摩
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
隼
人
統
治
を
中
心
と
し
て
―
」（『
正

税
帳
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
六
七
年
）。
奥
野
中
彦
「
薩
摩
国
正
税
帳
を
め
ぐ
っ
て
―

律
令
制
と
薩
摩
―
」（『
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
地
域
研
究
所
研
究
年
報
』
第
１２
号
、
一

九
八
四
年
）。 

（
１３
）『
令
義
解
』
賦
役
令
調
庸
物
条
・『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
三
月
己
巳
条
。 

（
１４
）『
倭
名
類
聚
抄
』
巻
九
、
大
隅
国
郷
桑
原
郡
。 

（
１５
）『
倭
名
類
聚
抄
』
巻
九
、
薩
摩
国
郷
高
城
郡
。 

（
１６
）
中
村
明
蔵
「
隼
人
の
反
乱
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
隼
人
の
研
究
』
学
生
社
、
一
九
七

七
年
）。 

（
１７
）
坂
本
太
郎
「
律
書
残
篇
の
一
考
察
」（『
坂
本
太
郎
著
作
集
七 

律
令
制
度
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
八
九
年
）。 

（
１８
）
註
１２
に
同
じ
。 

（
１９
）
永
山
修
一
「
隼
人
の
消
滅
」（『
隼
人
と
古
代
日
本
』
同
成
社
、
二
〇
〇
九
年
）。 

（
２０
）
奥
野
中
彦
、
註
１２
に
同
じ
。 

（
２１
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
六
公
粮
事
。 

（
２２
）
吉
田
孝
「
雑
徭
」（『
国
史
大
辞
典
』
第
八
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）。 

（
２３
）（
２４
） 

註
１
に
同
じ
。 

（
２５
）
巽
淳
一
郎
「
奈
良
時
代
の
𤭖𤭖
・
瓼
・
缶
・
由
加
―
大
型
貯
蔵
用
須
恵
器
の
器
名
考
証

―
」
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
創
立
四
〇
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
文
化
財
論

叢
Ⅱ
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
五
年
）
。 

（
２６
）
今
津
勝
紀
「
税
の
貢
進
―
貢
調
脚
夫
の
往
還
と
古
代
社
会
―
」（
舘
野
和
己
・
出
田

和
久
編
『
日
本
古
代
の
交
通
・
交
流
・
情
報
Ⅰ 

制
度
と
実
態
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

一
六
年
）。 

（
２７
）
永
山
修
一
「
平
安
前
期
の
南
九
州
」（
註
１９
に
同
じ
）。 

（
２８
）
藤
岡
謙
二
郎
「
西
海
道
の
国
府
」（『
国
府
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）。 

（
２９
）
鹿
児
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
鹿
児
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
発
掘

調
査
報
告
７９ 

大
坪
遺
跡
』（
二
〇
〇
五
年
）。 

（
３０
）（
公
財
） 

鹿
児
島
県
文
化
振
興
財
団 

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
編
『（
公
財
） 

鹿

児
島
県
文
化
振
興
財
団 

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
発
掘
調
査
報
告
書
４２ 

六
反
ヶ

丸
遺
跡
』（
二
〇
二
二
年
）。 

（
３１
）
姶
良
市
教
育
委
員
会
編
『
姶
良
市
発
掘
調
査
報
告
３ 

城
ケ
崎
遺
跡
・
外
園
遺
跡
』

（
二
〇
一
二
年
）。 

（
３２
）『
鹿
児
島
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
九
八
年
）。 

（
た
け
も
り 

と
も
こ 

本
館
学
芸
課
資
料
調
査
編
集
員
） 


